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1 ．序

Prescott（2002）、（2004）は、リアル・ビジネス・サイクル（RBC）仮

説に基づく動学的一般均衡モデルにカリブレーション手法を適用し、

tax wedge、すなわち、税・社会保険料の実質的負担の違いが主要先進

国の労働供給の違いを説明する最も重要な要因であることを主張した⑴。

これに対して國枝（2008）は、労働供給の弾力性等に関する Prescott

（2002）、（2004）を巡る論争を紹介しつつ、わが国における現実の労働

時間の分析には、税・社会保険料よりも各種給付制度のもたらすイン

センティブのほうがより重要であるため、Prescott のモデルはあまり

有用でないとしている。

しかしながら、わが国における家計の主たる働き手である男性

（primary male worker）の数少ない実証研究として國枝（2008）でも紹介

されている Bessho and Hayashi（2008）は、労働供給関数のパラメータ

の推定結果に基づく、労働供給の補償弾力性の推定値が、線形労働供

給関数の場合 0.38 − 0.82、CES 型労働供給関数の場合 0.93 − 1.00 と

いう比較的高い値が得られることを示している。これは、余暇の機会

1

一
一
一



都
都
都
都
都
都都都都都 都

都都都都

都
都
都
都
都
（
坂
井
・
坂
本
）

（
二
七
九
）

費用である賃金が下落すると、余暇を増やし、労働供給を減らす代替

効果が小さくないことを意味している。もっとも所得効果が負の比較

的大きな値をとることによりそれに相殺されるため、労働供給の非補

償弾力性は大きな値とはならないものの（線形の場合で 0.06 − 0.18、CES

型の場合で 0.14 − 0.21）、tax wedge が労働供給を余暇に代替させるイン

センティブに全く影響を与えないとまでは言えないと思われる。

坂井（2010）は、日本の税制が日本のマクロ・パフォーマンスに与え

る影響を解明することを目的として、日本の tax wedge を推定した。

ここで、tax wedge は、Prescott（2004）と同様に、RBC 仮説に基づく

モデルにおいて代表的家計が直面する消費税率および労働所得に対す

る限界税率（以下、限界税率という）から定義され、マクロデータを用い

て推定される。坂井（2010）では、消費税率については Prescott（2004）

と類似の手法を採用することにより推定し、限界税率については OLS

ないしは GLS を用いて推定している。その結果、日本の tax wedge は、

1980 年から 1990 年までは 1.38 であったが、1991 年から 2007 年までは

2.05 であり、上昇傾向にあることを明らかにし、近年、日本の税制が

労働インセンティブを弱める度合いが強まっている可能性を示した。

しかしながら、わが国では、都道府県間に所得格差があるともに、

財政制度を通じた地域間所得移転が行われており、都道府県間で tax 

wedge が異なる可能性がある。したがって、都道府県間の差異を考慮

して、tax wedge による労働供給の歪みを検証することにも意義がある

と思われる。

ところで、土居（2002）は、日本の地方財政制度の下での経済厚生が

パレート最適な状態に比べて約 14％低いというシミュレーション分析

を提示した。これは安定成長期（1975 − 1994 年）以降、地方部への社会

資本が過大となっていることに基づくものであると指摘している。ま

た、土居は北海道・東北、北陸・甲信越、中国・四国、九州といった

地方部への人口が、パレート最適な状態に比べて過大であり、地域間

の人口規模が、日本の厚生水準に多大な影響を与えていることを指摘
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している（p.28）。しかしながら、この土居のモデルは、国税・地方税

が一括固定税の形で課税されることを想定している。このことは、地

域内における労働インセンティブに対して国税・地方税が与える影響

を考慮していないことを意味する⑵。

このような問題意識に基づき本稿では、労働インセンティブに影響

を与えると考えられる tax wedge を都道府県別に推定することを試みる。

さらに、推定した tax wedge と所得格差との関係を解明する。前提と

するモデルは、Prescott（2002）、（2004）のモデルをベースとしながらも、

国家財政と地方財政の関係を明確にするために、地方公共財と地方税

制を明示的に定式化する。

本稿の構成は以下のとおりである。第 2 節では、地方財政を考慮し

た tax wedge を示す。第 ３ 節では、県民経済計算等のデータから都道

府県別に消費税率と限界税率を推定する。第 4 節では、都道府県別に

tax wedge を推定し、それが所得格差とどのような関係にあるかを明ら

かにする。第 ５ 節は結論と今後の研究課題について述べる。

2 ．地方財政を考慮した tax wedge

Prescott（2004）は、労働供給を予測するために、家計と企業の主体

的均衡おける変数間の関係を導出している。そこで、本節では、

Prescott（2002）、（2004）のモデルに地方公共財を導入することを試み、

家計と企業、さらには地方政府の主体的均衡における変数間の関係を

導出する⑶。

ある都道府県について考える。代表的家計は以下の期待効用を最大

化するように行動する。

（ 1 ）　u＝E
∞

t＝0

βt（logct＋αhlog（1−ht）＋αgloggt） , 0＜β＜1, αh, αg＞0

ここで、u は代表的家計の効用水準であり、ct、ht、gt はそれぞれ私

的財消費量、労働供給時間、地方公共財消費量である。なお、添え字 t

は期間を表す。また、βは割引因子である。効用関数において、（1 −
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ht）は総時間を 1 に基準化して、代表的家計が余暇に充てる時間を表し

ている。

代表的家計は t 期に資本 kt を所有し、それを代表的企業に貸し出し

ている。その資本は毎期δだけ減耗する。一方で、t 期に投資 xt がな

される。したがって、t＋1 期の資本は次式となる。

（ 2 ）　kt＋1＝（1−δ）kt＋xt，0＜δ＜1

また、家計の消費、投資及び一括税の支出総額が労働所得、資本所

得および移転所得の所得総額と等しいことを意味する代表的家計の予

算制約式は、次式で表される。

（ 3 ）　（1＋τc）ct＋（1＋τx）xt＋τ
　　　＝（1−τh）wtht＋（1−τk）（rt−δ）kt＋Tt

ここで、wt は実質賃金率、rt は資本のレンタル価格、τは一括税の税額、

τc は消費税率、τx は投資税率、τh は労働所得の限界税率（平均税率

ではなく、社会保険料率含む）⑷、τk は資本所得税率、Tt は移転所得である。

なお、Prescott（2004）では代表的家計の予算制約式に一括税τが含ま

れないが、ここでは地方公共財を導入するために一括税τを含めてい

る。

地方政府は、一括税のほか、消費税、投資税、労働所得税、資本所

得税それぞれの一定割合を原資として地方公共財を供給する。した

がって、地方政府の予算制約式を以下のように表される。

（ 4 ）　nt｛（1−ηc）τcct＋（1−ηx）τxxt＋（1−ηh）τhwtht

　　　＋（1−ηk）τk（rt−δ）kt＋τ｝＋st

　　　＝（1−μg）gt

ここで、nt は人口である。ηj（ j＝c, x, h, k）は各税目からの税収のうち

国税となる割合を表す。st は定額補助金であり、μg は地方公共財に対

する定率補助金の補助率である。
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我が国の地方政府の課税自主権は制限されているものの、土居

（2002）によると、固定資産税等によって一人当たりの税収を操作する

余地がある程度残されている。本稿では、この操作可能な税収として

τを用いる。したがって、（ 2 ）式と（ 3 ）式においてτを消去すると、

次式が得られる。

（ 5 ）　（1＋ηcτc）ct＋（1＋ηxτx）xt＋
1−μg

nt
gt

　　　＝（1−ηhτh）wtht＋（1−ηkτk）（rt−δ）kt＋Tt＋
st

nt

（ 5 ）式は、代表的家計と地方政府の統合された予算制約式である。

代表的家計と地方政府はともに、（ 5 ）式を制約条件として代表的家計

の期待効用を最大化するように行動すると仮定する。それに対応する

ラグランジェ関数は以下のとおりである。

（ 6 ）　

私的財消費量、労働時間、地方公共財供給量に関する（ 7 ）式の最

大化のための一階の条件は以下のとおりである。

（ 7 ）　∂L
∂ct

＝E'（・）β
t

ct
−λt（1＋ηcτc）＝0

（ 8 ）　∂L
∂ht

＝−E'（・）β
tαh

1−ht
＋λt（1−ηhτh）wt＝0

（ 9 ）　∂L
∂gt

＝E'（・）βtαg

gt
−λt

1−μg

nt
＝0

λt を消去することにより、次式が得られる。

（10）　αh/（1−ht）
1/ct

＝
wt

ωh
, where ωh ≡

1＋ηcτc

1−ηhτh

L＝E
∞

t＝0

βt（logct＋αhlog（1−ht）＋αgloggt）

　 ＋
∞

t＝0

λt

（1−ηhτh）wtht＋（1−ηkτk）（rt−δ）kt＋Tt＋
st

nt

−（1＋ηcτc）ct−（1＋ηxτx）xt−
1−μg

nt
gt
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（11）　nt
αg/gt

1/ct
＝

1
ωg

, where ωg ≡
1＋ηcτc

1−μg

（10）式におけるωh は tax wedge と呼ばれ、1 以上の値をとる。こ

れは、代表的家計の労働供給 1 単位から得られる賃金は税制によって

（1−ωh
−1）×100％失われ、税金支払い後に wt/ωh となることを意味し

ている。したがって、tax wedge は代表的家計の労働インセンティブに

影響を与えている。（11）式におけるωg はいわば地方公共財に関する

tax wedge と呼ぶべきものである。この値は地方政府が地方公共財を供

給するインセンティブに影響を与えている。

さらに、代表的企業の生産関数が yt＝Atkt
θht

1−θ（ここで、At は全要

素生産性、kt は資本ストック、0＜θ＜1）と表されるとすると、実質賃金

が労働の限界生産物に等しいという、企業の利潤最大化のための条件

は次式となる。

（12）　wt＝（1−θ）
yt

ht

（10）、（11）式と（12）式から次式が導かれる。

（12）　ht＝ 1＋ αh

1−θ
 

ct

yt
ωh

−1

（13）　gt＝αgntctωg

（12）式はある期間内において労働供給とその tax wedge が負の関係

にあることを意味している。また、（13）式はある期間内において地方

公共財とその tax wedge が正の関係にあることを意味している。

以下では、都道府県別に労働供給に関する tax wedge であるωh を推

定するが、簡単化のため、消費税収および労働所得税収がすべて国の

財源になると仮定する。これはηc＝ηh＝1 を仮定することに相当し、

したがって、推定される tax wedge はωh＝（1＋τc）/（1−τh）となる。

本稿ではηc＝ηh＝1 を仮定することから、地方政府は一括税、投資税、

資本所得税を原資として地方公共財を供給することになる。ηc＝ηh＝1

6

一
一
一



政
経
研
究

　
第
四
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
七
四
）

ではない一般的なケースについては今後の研究課題とする。

3 ．データと都道府県の消費税率と限界税率

本節では、内閣府の平成 20 年度の「県民経済計算」及び各都道府県

の 1996 年度から 2008 年度の「県民経済計算」の「総生産勘定」、「一

般政府の部門別勘定」および国税庁の課税データ等を利用して、都道

府県の消費税率τc と労働所得税の限界税率τh を推定する。そして、

その推定結果に基づき都道府県の tax wedge を推定する。なお、東京

都は「一般政府の部門別勘定」を推定していないために、tax wedge を

推定することができなかった。

各都道府県の住民が実質的に負担する消費税は、「県民経済計算」の

「県民所得」項目の「生産・輸入品に課される税（控除補助金）」である。

この消費税額と「県内総生産（支出側、名目）」の「民間最終消費支出」

との比が消費税率τc（付加価値税率）である。本研究では、次式に基づ

き都道府県の各年の消費税率を推定している⑸。

（14）　消費税率τc＝
生産・輸入品に課される税−補助金

民間消費支出−（生産・輸入品に課される税−補助金）

この消費税率の標本期間の平均値が都道府県の消費税率τc の推定値

である。表 1 は都道府県の 1996 年度から 2008 年度の消費税率の平均

値である。なお、1996 年度から 2008 年度の消費税率の推定値は付表 1

に示されている。

表 1 の消費税率の推定値は、都道府県間に消費税率の大幅な格差が

存在していることを示している。消費税率の平均値は 14％であるが、

奈良県の消費税率が最小の 8.0％であり、最大は岡山県の 20.9％である。

その格差は 12.8％であり、大幅なものと考えられる。消費税率の低い

都道府県は、秋田県 9.7％、埼玉県 9.8％、北海道 10.2％、高知県 10.3％、

徳島県 10.9％、長崎県 10.9％、長野県 11％である。逆に、消費税率の

高い都道府県は、和歌山県 20.5％、大分県 18.9％、三重県 18.1％、大阪

府 18.1％である。なお、東京都は平均より高い 17.0％である。

7

一
一
一



都
都
都
都
都
都都都都都 都

都都都都

都
都
都
都
都
（
坂
井
・
坂
本
）

（
二
七
三
）

表 1　都道府県の消費税率
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県

10.2 11.9 11.6 16.4 9.7 11.3 13.4 16.9

栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県

12.5 13.7 9.8 11.8 17.0 15.9 14.9 14.7

石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県

14.4 14.8 10.7 11.0 13.7 16.3 16.9 18.1

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県

15.9 15.1 18.1 15.0 8.0 20.5 13.4 11.8

岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県

20.9 13.0 16.4 10.9 15.8 15.5 10.3 15.0

佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 全県計

13.9 10.9 10.8 18.9 12.4 11.8 15.4 14.7

平均 標準偏差 最小 最大

14.0 2.9 8.0 20.9

注：データは1996年度から2008年度の平均値。単位％。

（14）　式に基づく都道府県の消費税率の格差は、都道府県間に財・

サービスの需要構造と供給構造が異なっていることが予想される。需

要の価格弾力性が小さく、供給の価格弾力性が大きいほど、間接税課

税による価格変化と税収は大きくなることが理論的に予想されるが、

地域間の消費税率の格差と価格弾力性との整合性について、説得力あ

る事実を見出すことはできない。このような消費税率の大幅な格差が、

都道府県間に存在していることは、広く薄く公平に租税負担を課すと

いう消費税の課税原則と逸脱しているという指摘も可能である。した

がって、このような税率格差を引き起こす背景要因を明らかにし、是

正することも必要と考えられる。

一方、個人直接税の限界税率τh の推定は、都道府県の経常税と社会

保険料に基づいている。まず、労働所得税は各道府県において集計さ

れている「県民経済計算」の「一般政府の部門別所得支出取引」項目

の「所得・富に課される税」から推定している。この「所得・富に課

される経常税」から「法人税」（国税庁）の「都道府県別課税状況」を
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控除した税額が労働所得税の代理変数である。この労働所得税は労働

所得以外の資産所得に対する課税額も含まれている。また、各道府県

民が負担している社会保険料は、各道府県において集計されている

「県民経済計算」の「一般政府の部門別所得支出取引」項目の「雇用者

の強制的社会負担」を利用している。

以上の労働所得税と社会保険料の和が、各道府県民の負担している

個人直接税の代理変数であり、この税額が労働所得に基づいて課税さ

れているものと仮定する。そして、労働所得は「県民経済計算」の

「雇用者報酬」を代理変数としている。

この個人直接税と雇用者報酬をそれぞれ労働所得税と労働所得の代

理変数として、個人所得の租税関数を推定する。すなわち、租税関数

の計量モデルは次式で表される⑹。

（15）　個人直接税 t＝ah＋τh（雇用者報酬 t）＋uh

なお、ut は撹乱項である。この租税関数の雇用者報酬の係数が個人

直接税の限界税率τh である。1996 年度から 2008 年度の時系列データ

を利用した 46 道府県の限界税率の推定結果が表 2 に示されている。

限界税率の推定結果は、標本期間が 13 年間と短く、かつ、この期間

が「失われた期間」と表現されるように不況期という時代背景が重

なったことから、不安定なものとなっている。また、労働所得税の限

界税率と社会保険料の限界税率をそれぞれ別個に推定した場合、モデ

ルは極めて不安定となった。それゆえ、労働所得税と社会保険料の和

を個人直接税として、（ 9 ）式に基づき推定を行っている。

46 道府県のうち限界税率の推定値が統計的に有意（有意水準 10％）で

あったのは、半分の 23 道府県であった。有意ではなかった 23 道府県

の推定値には、理論的整合を満たしていない、いわゆる、限界税率が

負や 1 を超える推定値が 6 道府県において観察されている。北海道、

茨城県、千葉県、奈良県、佐賀県の限界税率は負であり、長野県の限

界税率は 1 を超えている。限界税率が負であることは、所得の増加（減
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少）とともに、所得税や社会保険料が低下（増加）していることを意味

している。この ５ 道府県の雇用者報酬の推移は、増加傾向ではなく、

一定ないしは減少傾向となっている。また、全国計（道府県の集計デー

タ）の限界税率の推定値も 0.096 であり、不安定な推定結果となってい

る。坂井（2010）の 1980 − 2007 年度のマクロデータを利用した OLS

による労働所得の限界税率の推定結果は 0.07、社会保険料の GLS によ

る限界税率は 0.12 であり、この両者の和 0.19 が個人直接税の限界税率

の推定値である。この坂井（2010）の推定結果との比較においても、道

府県の限界税率の推定結果は不安定である⑺。

限界税率の推定値が有意となった 23 県の限界税率の平均値は 0.21 で

あり、妥当な推定結果と考えられる。しかし、23 県の推定値には大幅

な格差が存在している。福岡県の 0.07 が最小であり、次に熊本県と鹿

児島県の 0.09 となっている。一方、神奈川県と滋賀県の限界税率は極

端に高い0.５であり、所得の増加の５0％が個人直接税負担となっている。

所得税が累進税率であることを踏まえるならば、都道府県の限界税率

は都道府県の所得水準と最も密接な関係にあることが予想される。し

かし、有意な限界税率の推定値と一人当たりの県民所得との相関係数

は 0.63 であり、各県の所得水準と限界税率との間には、明確な関係が

存在するとは言えない（表3参照）。このような格差の一つの背景として、

資産への課税が影響しているものと考えられる。本研究では、地方税

の所得課税と資産課税とを区別していない。このため土地・住宅など

の固定資産税収が相対的に多くなる地方自治体の限界税率は高くなる

ことが予想される。また、地域の産業構造が異なる場合、景気変動は

地域一律ではなく、その変動幅や景気後退期や景気拡大期が異なるこ

とが予想されることからも、都道府県の限界税率に差を生み出す原因

と考えられる。

時系列データの雇用者報酬と個人直接税による限界税率の推定は、

偏った推定結果となっている可能性が高い。したがって、限界税率の

推定には、統計データの精査だけでなく、所得税法に基づく 2 つの適
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用課税所得における個人所得の差とその個人の所得税収の差の比率を、

所得シェアで加重平均した限界税率を推定することも必要である⑻。

表 2　限界税率の推定結果
道府県 限界税率 決定係数 DW 道府県 限界税率 決定係数 DW

北　海　道
-0.00764
（-0.16）

-0.0883 1.347 青　　　森 0.11061
（2.78） 0.0708 1.278

岩　　　手 0.11166
（2.91） 0.3597 1.201 宮　　　城 0.21621

（2.29） 0.3836 1.418

秋　　　田 0.13181
（5.29） 0.6921 0.81 山　　　形 0.0807

（1.07） 0.0128 1.057

福　　　島 0.27499
（4.45） 0.6102 1.092 茨　　　城

-0.0959
（-0.8）

-0.0313 0.605

栃　　　木 0.159
（0.63）

-0.0528 0.762 群　　　馬 0.0052
（0.07）

-0.0904 0.56

埼　　　玉 0.0734
（0.83）

-0.0266 0.356 千　　　葉
-0.1501

（-0.96）
-0.067 0.666

神　奈　川 0.495
（5.73） 0.726 1.63 新　　　潟 0.1828

（3.51） 0.4856 1.318

富　　　山 0.1514
（3.17） 0.4305 0.672 石　　　川 0.2651

（2.77） 0.3566 1.052

福　　　井 0.1701
（1.9） 0.1787 0.929 山　　　梨 0.1562

（1.79） 0.1553 1.506

長　　　野 1.1672
（2.83） 0.3689 1.49 岐　　　阜 0.0605

（0.78）
-0.0336 0.834

静　　　岡 0.0662
（0.83）

-0.0271 1.266 愛　　　知 0.2202
（1.22） 0.0397 0.782

三　　　重 0.2670
（1.52） 0.0982 0.605 滋　　　賀 0.4951

（1.82） 0.1625 0.703

京　　　都 0.1784
（1.64） 0.1242 1.531 大　　　阪 0.0146

（0.21）
-0.0864 0.662

兵　　　庫 0.1892
（2.01） 0.203 0.785 奈　　　良

-0.0579
（-0.8）

-0.0304 0.602

和　歌　山 0.1730
（3.69） 0.5131 1.132 鳥　　　取 0.1869

（4.11） 0.5698 0.745

島　　　根 0.2367
（3.93） 0.5468 1.581 岡　　　山 0.1643

（1.21） 0.0376 0.979

広　　　島 0.0998
（1.76） 0.1479 1.165 山　　　口 0.0870

（1.6） 0.116 1.385

徳　　　島 0.2808
（30.03） 0.4055 1.359 香　　　川 0.1757

（2.11） 0.2242 1.229

愛　　　媛 0.1540
（1.42） 0.0782 0.978 高　　　知 0.2084

（5.96） 0.7419 1.307

福　　　岡 0.0695
（1.91） 0.1805 0.982 佐　　　賀

-0.0112
（-0.2）

-0.0869 0.783

長　　　崎 0.2541
（5.81） 0.7321 0.967 熊　　　本 0.0931

（1.97） 0.1926 1.591

大　　　分 0.2402
（4.7） 0.645 0.972 宮　　　崎 0.0936

（1.75） 0.1474 1.054

鹿　児　島 0.0902
（1.86） 0.1696 1.409 沖　　　縄 0.0788

（0.87）
-0.0203 0.752

全国計 0.0096
（1.49） 0.0917 0.411
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この適用課税所得に基づく限界税率と本研究における限界税率との

乖離が予想されるが、様々な限界税率の推定結果を紹介している

Mendoza, Razin and Tesar（1994）は、限界税率の水準は異なるが、そ

の変化については極めて類似していることを報告している（p.317）。本

研究の tax wedge の推定では、限界税率の変化よりも水準が問題とな

るので、時系列データと各適用課税所得に基づく限界税率の推定値の

差は、日本の tax wedge の推定値に乖離を生じさせていることが予想

されるが、各適用課税所得における個人所得と税収データの確保が困

難であることから、時系列データに基づく推定を行った。

4 ．都道府県の tax wedge

表 3 は、都道府県の消費税率と限界税率の推定結果に基づく、tax 

wedge の推定結果である。表には限界税率の推定結果が有意である 23

県の消費税率、限界税率と tax wedge が示されている。なお、47 都道

府県のデータは付表に示している。

23 県の tax wedge の平均値は、1.48 である。この値は、追加的労働

供給 1 単位から得られる私的財の量が税制によって 32％（＝（1−1.48−1）

×100％）失われることを意味している。すなわち、課税によって 68％

分の私的財しか得られないことを意味している。この値は、Prescott

（2004）が推定したアメリカ 1.66、イギリス 1.82、フランス 2.6 との比

較において最も低い。また、坂井（2010）が推定した日本の tax wedge 

1.58（1980 − 2007）、1.38（1980 − 1990）、2.05（1991 − 2007）のいずれよ

りも低い値となっている。

しかし、個別的に tax wedge をみると、最小である熊本県は 1.22 で

あり、最大は神奈川県と滋賀県の 2.29 であり、大きな地域間格差が存

在している。この tax wedge の格差は以下のことを表している。すなわ

ち、熊本県民は、追加的労働供給 1 単位から得られる私的財が、税制に

よって 18％（＝（1−1.22−1）×100％）失われ、82％分の私的財が得られる

のに対して、神奈川県と滋賀県の県民は、それが 56％（＝（1−2.29−1）×
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100％）失われ、44％分の私的財しか手に入れることはできないという

ことである。このように熊本県を含めて tax wedge が 1.27 以下の県は

青森、岩手、秋田、福岡、鹿児島の ６ 県があり、これらの県と神奈川

県・滋賀県の格差は 2 倍近いものとなっている。この推定値は過大推

定の可能性も否めないが、課税制度が労働インセンティブに与える影

響は都道府県ごとに大きく異なる可能性を示唆するものである。

また、tax wedge の地方の平均は、東北 ５ 県 1.37、北陸 3 県 1.43、四

国 3 県 1.4５、九州 4 県 1.3５ である。このように地方の tax wedge は都

市圏との比較において低い推定結果となっている。このことは、雇用

者報酬の水準と所得税・社会保険料の負担制度から理論的に予想され

たことであるが、重要なことは、低い地域と高い地域の格差である。

土居（2002）は北海道・東北、北陸・甲信越、中国・四国、九州といっ

た地方部への人口が、パレート最適な状態に比べて過大であったとい

う、分析結果を提示している（p.28）。この土居の分析結果とわれわれ

の tax wedge の推定結果は整合的である。すなわち、財政制度の結果

として、都市部は地方部と比較して tax wedge が高く設定されており、

労働供給インセティブが弱められている可能性がある。この分析結果

を踏まえるならば、「今後の財政制度改革は、都市部から地方部への財

政移転を助長する制度（主に地方交付税制度）を廃止し、都市部の住民

が租税負担に応じた行政サービス（公共財）の便益を享受できる制度

（各地方政府に対する実質的な課税自主権を与える地方税制）を確立すること

が求められる」（土居（2002）、p.31）、という提案が支持される⑼。

表 3 には税率以外に主要経済指標が提示されている。県民所得と雇

用者報酬は、市場によって決定された所得である。1 人当たりの県民所

得が最低である長崎の 223 万円と最高の神奈川県の 333 万円とでは、 

1.4 倍の格差がある。また、1 人当たりの実質雇用者報酬では、最低の

秋田の 392 万円と最高の神奈川の ５５8 万円では、同様に 1.4 倍の格差が

ある⑽。このような地域間の所得の不平等を是正するために財政からの

様々な措置が執られてきた。その政策の集約的結果が tax wedge とみ
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なすことができる。

表 ３ 　各県のtax wedgeと主要経済指標

都道府県 限界税率 消費税率 Tax wedge 県民所得 雇用者報酬
tax wedge
で 除 し た 
県 民 所 得

tax wedge
で 除 し た 
雇用者報酬

青 森 0.1106 0.1192 1.2584 2358.3 4145.1 1874.0 3293.8
岩 手 0.1117 0.1163 1.2566 2447.3 4211.4 1947.6 3351.5
宮 城 0.2162 0.1637 1.4847 2647.4 4731.1 1783.1 3186.6
秋 田 0.1318 0.0968 1.2633 2405.7 3918.3 1904.3 3101.7
福 島 0.2750 0.1343 1.5645 2831.8 4495.0 1810.1 2873.2
神 奈 川 0.4950 0.1588 2.2947 3333.6 5581.7 1452.7 2432.4
新 潟 0.1828 0.1492 1.4062 2766.3 4585.0 1967.2 3260.5
富 山 0.1514 0.1469 1.3515 3167.8 4826.4 2343.9 3571.1
石 川 0.2651 0.1441 1.5567 2978.0 4520.1 1913.0 2903.6
福 井 0.1701 0.1479 1.3831 2844.2 4543.5 2056.4 3284.9
滋 賀 0.4951 0.1587 2.2949 3222.3 4731.2 1404.1 2061.6
兵 庫 0.1892 0.1498 1.4181 2896.8 5190.1 2042.7 3659.9
和 歌 山 0.1730 0.2048 1.4568 2555.2 4799.1 1754.0 3294.3
鳥 取 0.1869 0.1344 1.3952 2478.6 4437.7 1776.5 3180.7
島 根 0.2367 0.1182 1.4650 2473.5 4388.7 1688.4 2995.8
徳 島 0.2808 0.1092 1.5423 2834.3 4426.8 1837.7 2870.2
香 川 0.1757 0.1577 1.4044 2755.0 4879.6 1961.7 3474.6
高 知 0.2084 0.1031 1.3936 2266.5 4922.0 1626.4 3531.9
福 岡 0.0695 0.1496 1.2355 2728.0 4753.2 2208.0 3847.3
長 崎 0.2505 0.1088 1.4865 2228.8 4167.5 1499.4 2803.7
熊 本 0.0931 0.1084 1.2222 2333.4 4463.2 1909.1 3651.7
大 分 0.2402 0.1888 1.5645 2667.8 4499.4 1705.2 2876.0
鹿 児 島 0.0902 0.1183 1.2291 2279.5 4238.1 1854.6 3448.1
平 均 0.2086 0.1386 1.4751 2673.9 4585.0 1812.7 3108.2
標準偏差 0.1065 0.0269 0.2753 307.3 356.8 218.1 404.3
最 小 0.0695 0.0968 1.2222 2228.8 3918.3 1404.1 2061.6
最 大 0.4951 0.2048 2.2949 3333.6 5581.7 2343.9 3847.3

注 1 ．県民所得は県民１人当たりの実質県民所得（千円）
2 ．雇用者報酬は、労働者１人実質雇用者報酬（千円）
3 ．県民所得と雇用者報酬は、名目額をデフレーで実質化している。

県内総生産（生産側、デフレーター：連鎖方式）
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表 ３ の tax wedge の推定結果の長崎 1.49、秋田 1.26、神奈川 2.29 を

利用すると、1 人当たりの県民所得は、長崎県は 22３ 万円が税制によっ

て 7３ 万円失われ 150 万円に、神奈川県は ３３３ 万円が 188 万円失われ

145 万円となる。また、1 人当たりの実質雇用者報酬では、秋田は ３92

万円が税制によって 82 万円失われ ３10 万円に、神奈川は 558 万円が

３15 万円失われ 24３ 万円となる。この結果、神奈川県の 1 人当たりの県

民所得は、1 位から 10 位に下げ、長崎県は最下位 2３ 位から 21 位に 

なっている。また、神奈川県の 1 人当たりの雇用者報酬は、1 位から

22 位に下げ、秋田県は最下位から 15 位に順位を上げている。滋賀県も

神奈川県と同様に順位を下げている。滋賀県の tax wedge 調整後の県

民所得は、３22 万円が 182 万円失われ 140 万円に、実質雇用者報酬は

47３ 万円が 167 万円失われ 206 万円となり、いずれも最下位となっている。

また、所得分配の不平等の是正は、所得の平準化を実現することに

あるが、標準偏差で確認すると、1 人当たりの県民所得は、３1 万円か

ら 22 万円に縮小しているが、1 人当たりの雇用者報酬は、３6 万円から

40 万円に逆に拡大している。このことは、日本の財政制度による所得

再分配成策が、所得分配の是正ではなく、不平等を拡大させている可

能性を示唆するものである。

各県の 1 人あたりの実質雇用者報酬は、tax wedge で租税負担を考慮

すると、その順位が大幅に変わり、かつ、標準偏差が大きくなる。こ

れは、日本の財政制度が過度の所得再分配を行い、資源配分を歪めて

いることを示唆するものである。

土居（2008）は、中央政府と地方政府の資金の流れに基づき、都道府

県ごとの純便益を推定している。この土居の純便益は、日本の課税制

度および地方財政制度に基づいて、国税の納税額と国から地方に配分

されている受取額（地方譲与税、地方交付税、国庫支出金）から算出した

ものである⑾。1990 − 200３ 年度では、北海道は純便益が 41.9 万円であ

り、納めた国税よりも、41.9 万円多く受け取っていたことになる。東

京都は−1３4 万円であり、受取額を超えた国税を 1３4 万円支払っていた

15

一
一
一



都
都
都
都
都
都都都都都 都

都都都都

都
都
都
都
都
（
坂
井
・
坂
本
）

（
二
六
五
）

ことになる⑿。このような地域間の所得再分配政策は、近年、都市部の

納税者の負担が増し、地方部の住民の「ただ乗り」が助長されている

と土居は指摘している。この土居の純便益は、課税後に移転所得を調

整した可処分所得であり、tax wedge の代理変数の一つと考えられるか

もしれない。土居が提案しているように、地域政策、特に所得再分配

政策は tax wedge や純便益のような客観的な指標に基づいて立案・提

案することが必要と考えられる⒀。

5 ．結び

Romer（2010）は、経済活動から得られる私的収益と社会的収益を調

整するような制度や政策を社会的基礎資本 Social infrastructure と呼

んでいる（p.164）。また、Hall and Jones（1999）によると、社会的基礎

資本は、個人が熟練を蓄積し、企業が資本を蓄積することによって、

財・サービスを生み出す経済環境を決定する制度や政府の政策を意味

するとし、そのような社会的基礎資本は価格を適正にするとしている

（p.84）。この意味で課税制度は社会的基礎資本であり、tax wedge は課

税制度が資源配分をどれだけ歪めているかを示す指標とみなすことが

できる⒁。tax wedge が資源配分をあまり歪めないという意味で適正で

あるならば、それは経済主体のインセンティブに影響を及ぼし、社会

は多くの便益を得ることができると考えられる。

われわれは都道府県別に tax wedge を推定することを試みた。その

結果、47 都道府県のうち 23 県で安定的な結果が得られ、少なくともこ

の 23 県に関しては tax wedge に大きな格差が存在していることが明ら

かになった。具体的には、1 人当たり県民所得や雇用者報酬は、tax 

wedge で租税負担を考慮することによって、その順位が大きく入れ替

わり、雇用者報酬に関しては標準偏差が小さくなっているのではなく、

逆に大きくなる。このことから、わが国の財政制度は過度な所得再分

配を行うことによって資源配分を歪めている可能性が示唆される。

最後に、今後の研究課題について述べる。第一に、本稿では、国税
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による資源配分の歪みは考慮したが、地方税による資源配分の歪みは

簡単化のため考慮しなかった。しかし、現実の税制では、地方税体系

の中にも所得課税や消費課税があり、本来はこうした歪みを考慮する

必要がある。第二に、地方財政においてしばしば指摘される地方にお

ける地方公共財の過大供給問題に対して、tax wedge がどのような影響

を与えているか実証分析により明らかにすることである。第三に、本

稿では、労働所得税率の推定を都道府県別に行ったが、分析期間が短

いことから、本来はパネルデータ分析を行う必要があると考えられる。

以上、三点が今後の研究課題である。

⑴ Prescott（2002）、（2004）の論文の概要は、坂井（2010）と國枝（2008）
を参照。Prescott の論文への批判と反論については、國枝（2008）, p.52-59
参照。

⑵ 土居（2002）、p.11, p.13 及び p.14 の地方政府、家計及び国の予算制約式
参照。

⑶ Prescott（2002）、（2004）の基本モデルについては、坂井（2010）参照。
⑷ 労働所得への課税は累進税であり、労働所得の限界税率は、次式で定義

される。
τh＝dT（wtht）/d（wtht）、なお、T（wtht）は一般的な租税関数である。

Prescott（2002）, p.7,（2004）, p.4、坂井（2010）, p.811 参照。
⑸ Prescoot（2004）の消費税率τc の推定は次式に基づいている（p.6）。

消費税率τc＝
消費の純間接税

民間消費支出−消費の純間接税

消費の純間接税＝（
2
3

＋
1
3

民間消費支出
民間消費支出＋民間投資

）純直接税

また、坂井（2010）の推定式は次式によって推定している（p.804）。

消費税率τc＝
生産・輸入品に課される税−補助金

民間消費支出−生産・輸入品に課される税
⑹ Prescoot（2004）の労働所得税の限界税率τh の推定は次式に基づいて

いる（p.6）。

社会保険税の限界税率τs＝
社会保険税

労働分配率（GDP −純間接税）

平均所得税率＝
直接税

GDP −純間接税−固定資本減耗
労働所得税の限界税率τh＝τs＋1.6 平均所得税率
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⑺	 坂井（2010）では、政府の財政赤字額（資金過不足）の 50％を所得税に
加えるという調整を行っている。その調整後の OLS による限界税率の推
定結果は 0.15 となっている（p.802 参照）。なお、坂井（2010）の計量モ
デル次式である。

個人所得税 t＝αl＋τl（雇用者報酬 t）＋ut

社会保険料 t＝αs＋τs（雇用者報酬 t）＋et

そして、限界税率τh＝τl＋τs である。
⑻	 この限界税率は次式で定義される。

限界税率＝
n

Σ
i＝1

wi
（Ti ＋ 1 − Ti）
（Yi ＋ 1 − Yi）

なお、wi はウェイト（法定税率に基づく各適用課税所得の所得シェア）、
Ti は各適用課税所得の税収、Yi は各適用課税所得における個人所得である。
この限界税率や本稿の限界税率も含めた限界税率の定義と推定方法につい
ては、Mendoza,	Razin,	and	Tesar（1994）,	pp.315-320 を参照。日本の所得
税法に基づく適用課税所得については、石（2008）,	p.404 参照。

⑼	 また、土居（2008）は、一般政府の財政収支の改善のために、地方交付
税率（国税収入のうち地方交付税に充当する割合）を引き下げることを提
案している。「地方交付税を抑制できれば、国の一般会計の基礎的財政収
支は当然改善する。後は、地方自治体が歳出削減に自助努力することで、
地方交付税が減額されたほどには地方財政収支は悪化せずに、国と地方を
合わせた基礎的財政収支も改善する」ことを指摘している（p.86）。

⑽	 47 都道府県では、1 人当たりの実質県民所得所の最低は沖縄県の 212 万
円、最高は東京都の 461 万円であり、その格差は 2.2 倍である。また、人
当たりの実質雇用者報酬の最低は秋田県の 392 万円、最高は東京都の 673
万円であり、その格差は 1.7 倍である（付表 2 参照）。

⑾	 土居（2008）の純便益は次式に基づいている。
純便益＝国税徴収額全県計−国からの財政移転全県計（地方譲与税、地

方交付税、国庫支出金）＋当該県の国からの財政移転受取額−当該県の国
税徴収額、（p.84）。

⑿	 土居（2008）の純便益の推定は 4 期間において行っているが、ここでは、
本研究期間に最も近接している 1990 − 2003 年度のデータついて相関係数
を推定した（p.85 参照）。

⒀	 土居（2010）は、地域間格差に対応する政策のために客観的指標として、
ジニ係数、Reynolds-smolensky 係数、Kakwani 係数、Atkinson-Plotnick 係
数などを提案している。

⒁	 Hall	and	Jones（1999）は、「よい社会的基礎資本は、ポジテブな側面で
はこれらの収益が、工場で働くことから、新しいアイデアを創造するため
に人的物的な投資をすること、または、海外から技術移転することまで、
経済における活動範囲を横断する形において確実に維持されているという

18

一
一
一



政
経
研
究

　
第
四
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
二
六
二
）

ことを保証している。そして、負の側面では、窃盗から腐敗までについて
もこれらの収益が厳格に保たれていることが確保されていなければならな
い」と説明している（p.97）。社会的基礎資本に関する議論は、Romer

（2010）、第 ３ 章 ３.10 節参照。

付表 1　都道府県別消費税率
年度 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 200３ 2004 2005 2006 2007 2008

北 海 道 9.３ 9.6 10.2 10.5 10.5 10.6 10.5 10.３ 9.4 9.9 10.5 10.３ 10.5 

青 森 県 10.2 10.9 11.7 11.7 11.9 12.0 11.1 12.0 12.0 12.0 12.6 1３.0 1３.9 

岩 手 県 9.9 11.2 12.0 11.7 11.5 11.5 11.4 11.5 11.9 11.7 11.6 11.8 1３.5 

宮 城 県 15.8 16.2 17.0 16.9 16.1 16.9 16.4 16.2 16.1 16.３ 16.4 14.0 18.5 

秋 田 県 9.6 10.３ 10.３ 10.4 9.9 9.6 9.2 9.0 9.0 9.３ 9.３ 9.5 10.4 

山 形 県 9.7 10.4 11.8 11.8 11.7 11.6 10.9 10.5 11.1 11.8 11.8 11.7 12.1 

福 島 県 1３.6 14.2 14.8 14.2 1３.5 1３.4 1３.1 12.5 12.5 1３.３ 1３.6 1３.6 12.1 

茨 城 県 14.8 16.0 16.5 16.9 17.2 17.6 16.6 17.1 16.6 16.9 16.9 17.1 19.5 

栃 木 県 12.３ 12.2 12.5 12.1 12.8 1３.0 12.5 12.1 12.1 12.1 12.7 12.7 1３.３ 

群 馬 県 1３.9 14.9 15.9 15.4 14.３ 1３.5 12.9 12.6 12.6 1３.1 12.4 12.３ 14.３ 

埼 玉 県 9.３ 9.8 10.1 9.7 9.6 9.8 9.6 9.2 9.5 10.2 10.6 10.5 10.0 

千 葉 県 11.5 11.1 12.３ 11.9 12.1 12.1 11.5 11.4 11.1 11.6 11.9 12.0 12.4 

東 京 都 17.３ 18.３ 18.1 17.0 16.6 17.1 16.4 15.6 15.9 17.0 16.8 17.1 17.9 

神奈川県 14.３ 15.３ 15.8 15.4 15.7 16.1 15.7 15.8 15.8 16.5 16.３ 16.1 17.9 

新 潟 県 14.2 15.5 15.8 15.4 14.8 14.7 14.4 14.1 14.7 15.2 14.6 14.2 16.4 

富 山 県 1３.３ 14.5 15.0 14.7 14.0 14.３ 14.4 14.2 14.5 15.３ 15.1 14.8 16.8 

石 川 県 1３.6 14.2 15.３ 15.2 14.7 14.1 1３.7 1３.4 1３.5 14.0 14.9 14.8 15.8 

福 井 県 14.6 15.4 16.1 15.2 14.7 15.３ 14.4 1３.7 1３.7 14.2 14.5 14.8 15.6 

山 梨 県 9.4 9.9 11.4 10.5 10.6 10.6 9.9 10.2 10.9 11.0 10.9 11.2 11.9 

長 野 県 11.7 11.9 12.2 11.1 11.0 11.0 10.5 10.2 10.4 10.5 10.7 10.5 11.8 

岐 阜 県 12.2 12.0 1３.4 1３.2 1３.３ 14.1 14.0 1３.7 1３.7 14.３ 14.9 14.３ 15.３ 

静 岡 県 14.6 16.8 16.5 16.4 16.３ 16.4 16.1 15.5 16.1 16.4 16.4 16.8 18.1 

愛 知 県 15.6 17.8 17.6 17.３ 16.8 17.３ 16.5 16.0 16.2 16.4 17.1 16.9 17.8 

三 重 県 17.0 16.7 17.9 17.6 17.7 17.5 17.2 16.5 18.1 18.2 19.5 20.0 21.2 

滋 賀 県 15.2 17.1 16.6 17.0 16.0 15.8 15.2 14.4 14.7 16.0 16.4 16.３ 15.7 

京 都 府 14.8 15.8 16.9 15.３ 15.5 15.6 14.6 1３.8 1３.5 15.1 15.4 15.0 14.8 

大 阪 府 15.2 17.1 17.8 17.6 17.2 17.7 17.5 17.2 17.9 19.5 19.5 19.2 21.9 

兵 庫 県 15.３ 15.３ 15.8 15.7 15.7 15.３ 15.2 14.３ 14.３ 15.0 14.9 14.３ 1３.6 

奈 良 県 6.4 7.３ 7.9 7.9 7.7 8.0 8.2 7.9 8.1 8.３ 8.8 8.３ 8.6 
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和歌山県 20.4 20.4 22.9 22.2 21.1 21.9 20.5 18.1 18.7 19.5 19.9 18.5 22.1 

鳥 取 県 12.5 13.1 13.9 13.5 13.0 14.4 12.3 12.3 13.3 13.5 13.5 13.4 15.8 

島 根 県 10.4 11.2 12.9 12.5 11.7 12.0 11.9 11.1 11.5 11.6 11.9 11.9 13.1 

岡 山 県 19.8 20.9 21.2 21.1 19.6 20.9 20.8 19.9 20.5 20.4 20.7 20.3 25.4 

広 島 県 13.2 13.8 14.1 13.5 12.9 12.8 12.6 12.1 12.3 12.8 12.8 12.5 13.7 

山 口 県 15.3 15.9 16.6 16.4 16.3 16.3 16.2 15.6 15.8 16.7 16.4 16.4 18.9 

徳 島 県 9.9 10.9 11.3 11.0 10.7 11.1 10.9 10.9 10.7 11.2 10.6 10.5 12.2 

香 川 県 14.1 14.8 15.2 14.9 14.5 15.2 15.8 16.1 15.9 16.5 17.0 16.4 18.6 

愛 媛 県 13.2 14.2 15.4 15.8 15.6 15.7 15.2 15.5 15.4 15.4 15.5 16.0 18.4 

高 知 県 9.5 9.8 11.3 11.0 10.7 10.6 9.7 8.8 10.0 10.2 10.6 10.2 11.5 

福 岡 県 14.0 15.3 15.6 15.6 14.8 14.9 14.2 14.0 14.4 14.9 15.4 15.5 15.7 

佐 賀 県 12.8 13.3 14.3 14.0 13.9 14.0 12.7 12.9 13.5 13.8 14.5 14.7 15.8 

長 崎 県 9.9 10.6 11.1 11.2 10.3 10.9 10.9 10.6 10.6 11.1 11.7 11.1 11.6 

熊 本 県 9.7 9.7 9.9 11.0 10.8 10.9 10.6 10.5 11.5 11.1 11.3 11.3 12.7 

大 分 県 14.8 16.8 18.1 18.0 18.6 18.2 18.0 18.9 20.0 19.0 20.1 20.1 24.8 

宮 崎 県 9.6 9.7 12.0 12.7 12.1 12.4 12.3 11.7 12.1 13.1 14.4 14.3 14.4 

鹿児島県 10.2 10.9 11.8 12.1 11.5 11.6 11.2 11.3 11.9 12.1 12.2 12.4 14.4 

沖 縄 県 13.3 15.9 15.7 15.5 15.4 15.1 15.4 15.3 15.4 15.8 15.2 15.1 16.6 

全 県 計 13.7 14.6 15.1 14.8 14.6 14.8 14.3 14.0 14.2 14.8 15.0 14.9 15.9 

付表 2 　都道府県のtax wedgeと主要経済指標
都道府県 限界税率 決定係数 DW 消費税率 tax wedge 県民所得 雇用者報酬

北海道
-0.00764
（-0.16）

-0.0883 1.347 0.102 1.09328  2680.1  4826.8

青 森 0.11061
（2.78） 0.0708 1.278 0.119 1.25843  2421.9  4145.1

岩 手 0.11166
（2.91） 0.3597 1.201 0.116 1.25658  2535.5  4211.4

宮 城 0.21621
（2.29） 0.3836 1.418 0.164 1.48468 2736.0  4731.1

秋 田 0.13181
（5.29） 0.6921 0.810 0.097 1.26329  2646.0  3918.3

山 形 0.08073
（1.07） 0.0128 1.057 0.113 1.21058 2622.5  4323.2

福 島 0.27499
（4.45） 0.6102 1.092 0.134 1.56447 2984.5  4495.0

茨 城
-0.09588
（-0.80）

-0.0313 0.605 0.169 1.06678 3075.4  4807.2

栃 木 0.15900
（0.63）

-0.0528 0.762 0.125 1.33762  3226.4  5048.5
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群 馬 0.00520
（0.07）

-0.0904 0.560 0.137 1.14293 3011.9  4998.2

埼 玉 0.07340
（0.83）

-0.0266 0.356 0.098 1.18530  3148.0  5226.8

千 葉
-0.15007
（-0.96）

-0.0670 0.666 0.118 0.97170 3135.9  5029.2

東 京 ── ── ── 0.170 ── 4612.9  6730.0

神奈川 0.49500
（5.73） 0.7260 1.630 0.159 2.29473  3421.2  5581.7

新 潟 0.18275
（3.51） 0.4856 1.318 0.149 1.40622  2871.5  4585.0

富 山 0.15140
（3.17） 0.4305 0.672 0.147 1.35151 3270.7  4826.4

石 川 0.26508
（2.77） 0.3566 1.052 0.144 1.55674  3092.3  4520.1

福 井 0.17008
（1.90） 0.1787 0.929 0.148 1.38313  2998.0  4543.5

山 梨 0.15620
（1.79） 0.1553 1.506 0.107 1.31135  2919.0  5065.8

長 野 1.16723
（2.83） 0.3689 1.490 0.110  3091.5  4909.7

岐 阜 0.06050
（0.78）

-0.0336 0.834 0.137 1.21064 2900.9  4575.5

静 岡 0.06624
（0.83）

-0.0271 1.266 0.163 1.24591  3434.0  4836.5

愛 知 0.22016
（1.22） 0.0397 0.782 0.169 1.49867  3588.1  5202.9

三 重 0.26697
（1.52） 0.0982 0.605 0.181 1.61096  3152.9  4924.9

滋 賀 0.49510
（1.82） 0.1625 0.703 0.159 2.29489  3376.5  4731.2

京 都 0.17837
（1.64） 0.1242 1.531 0.151 1.40056  3001.7  4987.1

大 阪 0.01458
（0.21）

-0.0864 0.662 0.181 1.19852  3221.8  6023.9

兵 庫 0.18921
（2.01） 0.2030 0.785 0.150 1.41811  2992.7  5190.1

奈 良
-0.05788
（-0.80）

-0.0304 0.602 0.080 1.02052 2875.8  5574.0

和歌山 0.17298
（3.69） 0.5131 1.132 0.205 1.45678  2573.1  4799.1

鳥 取 0.18694
（4.11） 0.5698 0.745 0.134 1.39521  2573.1  4437.7

島 根 0.23671
（3.93） 0.5468 1.581 0.118 1.46497  2570.6  4388.7

岡 山 0.16430
（1.21） 0.0376 0.979 0.209 1.44651  2866.1  4826.7

広 島 0.09977
（1.76） 0.1479 1.165 0.130 1.25545  3074.2  5117.3
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山 口 0.08699
（1.60） 0.1160 1.385 0.164 1.27441  2948.2  4545.6

徳 島 0.28083
（30.03） 0.4055 1.359 0.109 1.54233  2952.6  4426.8

香 川 0.17565
（2.11） 0.2242 1.229 0.158 1.40436  2818.0  4879.6

愛 媛 0.15397
（1.42） 0.0782 0.978 0.155 1.36483  2631.3  4167.3

高 知 0.20844
（5.96） 0.7419 1.307 0.103 1.39356  2337.3  4922.0

福 岡 0.06954
（1.91） 0.1805 0.982 0.150 1.23547  2796.5  4753.2

佐 賀
-0.01123
（-0.20）

-0.0869 0.783 0.139 1.12606  2607.6  4423.6

長 崎 0.25405
（5.81） 0.7321 0.967 0.109 1.48645  2301.2  4167.5

熊 本 0.09310
（1.97） 0.1926 1.591 0.108 1.22224  2418.9  4463.2

大 分 0.24016
（4.70） 0.6450 0.972 0.189 1.56448  2785.1  4499.4

宮 崎 0.09364
（1.75） 0.14740 1.054 0.124 1.23971  2332.3  4149.2

鹿児島 0.09017
（1.86） 0.16960 1.409 0.118 1.22910  22368.9  4238.1

沖 縄 0.07878
（0.87）

-0.02030 0.752 0.154 1.25226  2119.1  4051.9

全国計 0.14021 ── ── 0.147 1.33367  3156.8  5140.7
注 1 ．県民所得は県民１人当たりの県民所得（千円）

2 ．雇用者報酬は、労働者１人実質雇用者報酬（千円）
3 ．県民所得と雇用者報酬は、名目額をデフレーで実質化した。

県内総生産（生産側、デフレーター：連鎖方式）
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